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■日時　10 月６日（水）
　　　　11：00 ～

【訓練放送の内容】
チャイム音＋「これはＪアラートの
テストです。（３回）こちらは防災富
里です。」＋チャイム音
※他の地域でも、同時刻に同様の訓
練が実施されます。

10 月６日（水）

全国一斉の情報伝達訓練

問 防災課 （93）1114

建築基準法では、私たちの生命や健
康、財産を守るため、建物などの安
全性の確保に関する、敷地や構造な
どについての、さまざまな基準を定
めています。建物を建てる場合は、
建築基準法などの法令で定める基準
や手続きを守り、適正に工事を進め、
完了したときは、その建物が法令に
基づき安全なものであるか検査を受
けましょう。
また、新築時は適法でも、改修や用
途（使い方）の変更により違反にな
る場合がありますので、改修などの
時は事前に建築士に相談しましょう。

問 都市計画課 （93）5148

10月15日～10月21日
違反建築防止週間i

総務省では、行政相談制度について
広く国民の皆さんの理解と認識を深
め、行政相談を気軽に利用していた
だくため、行政相談週間を定めています。
富里市行政相談所
■日時　毎月第 4 火曜日
　　　　10：00～14：30
　※ 11 月は第 4 火曜日が祝日とな
　るため、30 日（火）に開催
■場所　福祉センター 2 階会議室
※都合により変更する場合がありま
すので、「市公式ホームページ」など
で確認してください。

問 総務課 （93）1112

10月18日～10月24日
行政相談週間i

便利なコンビニ交付
マイナンバーカードを作ると、住民
票の写し・印鑑登録証明書がコンビ
ニで取得することができます。その
ほかにも、オンラインで行政手続き
などができるようになります。

マイナンバーカードを
作ろうi

問 市民課 （93）4086

令和３年 10 月から、マイナンバー
カードを健康保険証として利用する
ことが可能になる予定です。マイナ
ンバーカードを健康保険証として利
用するためには、マイナポータルで
健康保険証の利用登録をする必要が
あります。利用登録することで、令
和２年度以降の特定健診結果が閲覧
できるようになったり、限度額用認
定証がなくても、自己負担限度額を
超える窓口負担が免除されます。

（国保税滞納世帯を除く）

マイナンバーカードが
健康保険証として利用
できるようになります

i

問 国保年金課 （93）4083

総務省では、10 月 20 日現在で「社
会生活基本調査」を実施します。
この調査は、国民の生活時間の配分
と自由時間における主な活動につい
て調査し、社会生活の実態を明らか
にすることにより、各種行政施策の
基礎資料を得ることを目的として実
施されます。調査対象者の皆さまは、
調査へのご協力をお願いします。

■調査方法

　10 月上旬頃から、調査員が「調査
　員証」を携行し、調査をお願いす
　る世帯を訪問します。

■調査地域　

　七栄の一部と日吉台の一部

令和3年社会生活基
本調査を実施しますi

問 広報情報課 （93）1119

■日時　10 月 11 日（月）
※８日（金）までに入金確認をお願
いします。

10 月分の
学校給食費振替日i

問 学校給食センター （93）2550

i
FAX からの 119 番通報

119 番（局番なし）で送信できます。
FAX119 番送信用紙は、消防署、北
分署、社会福祉課で配布しています。
メール 119 番通報（登録制）

利用案内書と申込書は、消防署、北
分署、社会福祉課で配布しています。
郵送または FAX で送るか、消防署
または北分署に持参してください。
音声によらない 119 番通報

（Net119 緊急通報システム）

スマートフォンやタブレットなどの
携帯端末を利用し、119 番通報でき
ます。画面をタッチする簡単な操作
で 119 番通報ができます。
申請書は、消防署、北分署、社会福
祉課で配布しています。また、市公
式ホームページからもダウンロード
できます。

FAXやメール、音声に
よらない119 番通報

問 消防署 （92）1311

とみさとフードバンクとは、市社会
福祉協議会が主体となり、緊急的に
食品を必要とする世帯や団体に対し、
支援を行うものです。
市社会福祉協議会窓口と市生活支援
課窓口で、食品などの寄付を受け付
けています。寄付できる食品はすべ
て未開封で、賞味期限が明記された、
穀類や保存食品などです。詳しくは
問い合わせてください。

とみさとフードバンク
にご協力をi

問 市社会福祉協議会
　 （92）2451　FAX（92）2495


